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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
（
別
表
第
一
）
改
正
に
伴
う
基
準
の
引
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
二
年
十
月
十
九
日 
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長 

保 
利 
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木 
 

強 

 

一 

 



 

こ
の
改
正
に
よ
つ
て
自
治
体
の
議
会
が
議
決
す
べ
き
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約
基
準
は
一
挙
に
三
倍
に
引
上 

げ
ら
れ
た
の
で
す
。 

一 

財
政
規
模
の
異
な
る
都
道
府
県
・
市
・
町
村
を
一
律
に
三
倍
に
引
上
げ
て
い
る
の
は
理
論
的
に
も
実
体
的
に 

 

も
大
変
無
理
な
こ
と
で
す
。 

政
府
は
改
正
の
理
由
と
し
て
経
済
事
情
の
変
化
等
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
自
治
体
の
議
会
側
は
議
会
権
限
の
圧 

縮
で
あ
り
住
民
無
視
、
民
主
政
治
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
条
例
の
制
定
に
強
く
反
対
し
て
い
ま
す
。 

政
府
は
本
年
七
月
十
九
日
の
閣
議
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
（
別
表
第
一
）
を
改
正
し
て
七
月
二
十

二
日
よ
り
施
行
し
て
い
ま
す
。 

よ
つ
て
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。 

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
（
別
表
第
一
）
改
正
に
伴
う
基
準
の
引
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

二 

目
下
改
正
の
方
針
で
検
討
中
と
き
く
別
表
第
二
に
つ
い
て
は
、
質
問
一
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
決
定
し
て
貰
い 

た
い
が
ど
う
か
。 

二
億
一
千
万
円
の
財
政
の
な
か
で
三
千
万
円
ま
で
が
議
会
の
議
決
事
項
か
ら
は
ず
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ぱ
、 

議
会
の
権
限
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

全
国
に
は
二
、
六
一
二
の
町
村
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
内
人
口
と
財
政
規
模
の
比
率
を
見
ま
す
と
、
最
低
の 

 

山
梨
県
芦
安
村
は
人
口
わ
ず
か
に
六
八
九
人
、
財
政
規
模
は
二
億
一
千
万
円
、
最
高
は
広
島
県
五
日
市
町
の
人 

 

口
六
万
八
千
人
、
財
政
規
模
六
五
億
八
千
万
円
と
な
つ
て
お
り
、
五
日
市
町
は
芦
安
村
の
実
に
三
三
倍
に
も
な 

 

つ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
実
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
基
準
の
施
行
は
一
た
ん
中
止
し
て
再
検
討
す
べ
き
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。 

特
に
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
弱
小
町
村
の
場
合
で
す
。 

何
故
町
村
の
財
政
規
模
に
よ
つ
て
段
差
を
つ
け
る
よ
う
に
し
な
か
つ
た
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


